[bookmark: _d5vgm6jcj6xq]消費寄託契約書

●●株式会社（以下「甲」という。）と、●●株式会社（以下「乙」という。）は、消費寄託に関し、次のとおり消費寄託契約（以下「本契約」という。）を締結する。

[bookmark: _e49u8wkeq3up]第1条（目的）
本契約は、甲が乙に対し、金銭その他の代替性を有する物（以下「寄託物」という。）を寄託し、乙がこれを消費することを許される代わりに、同種・同量・同品質の物を返還することについて、その条件を定めることを目的とする。

[bookmark: _3h0hfjwx2a6z]第2条（寄託物の内容）
1. 本契約に基づき甲が乙に寄託する寄託物の内容は、次のとおりとする。
（1）寄託物の種類：金銭／その他（具体的に記載）
（2）数量又は金額：金●●円
（3）寄託日：●●年●月●日
2. 乙は、前項の寄託物を本契約の定めに従い受領したことを確認する。
3. 
[bookmark: _8z2mrrvf1k8e]第3条（消費の許諾）
1. 甲は、乙に対し、寄託物を自己のために消費することを許諾する。
2. 乙は、寄託物を善良な管理者の注意をもって管理し、本契約の趣旨に反する目的で使用してはならない。
3. 
[bookmark: _ntqb5xs9gufy]第4条（返還義務）
1. 乙は、本契約に基づき消費した寄託物について、返還期日までに、同種・同量・同品質の物をもって甲に返還するものとする。
2. 金銭を寄託物とする場合、返還は金銭によるものとする。
3. 
[bookmark: _2zlbos4crpts]第5条（返還期日）
寄託物の返還期日は、次のとおりとする。
返還期日：●●年●月●日
ただし、甲乙協議の上、書面により返還期日を変更することができる。

[bookmark: _81gi5fgm3fho]第6条（利息・対価）
1. 本契約に基づく寄託物の返還について、利息又は対価の有無は次のとおりとする。
利息又は対価：有／無
2. 利息又は対価を定める場合、その条件は別途甲乙協議の上、書面により定めるものとする。
3. 
[bookmark: _leddr4gn5p2d]第7条（期限の利益の喪失）
乙が次の各号のいずれかに該当した場合、乙は当然に期限の利益を失い、甲の請求により直ちに寄託物を返還しなければならない。
（1）本契約に違反したとき
（2）支払停止、破産、民事再生、会社更生その他これらに類する申立てがあったとき
（3）信用状態が著しく悪化したと認められるとき

[bookmark: _tw1bzehrwhui]第8条（禁止事項）
乙は、寄託物又は本契約上の地位について、甲の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡、担保設定その他の処分をしてはならない。

[bookmark: _jn6c5ms1kqm7]第9条（損害賠償）
乙が本契約に違反し、甲に損害を与えた場合、乙は、甲に生じた一切の損害（合理的な弁護士費用を含む。）を賠償する責任を負う。

[bookmark: _hecstm8s6foy]第10条（契約期間）
本契約の有効期間は、本契約締結日から寄託物の返還完了時までとする。

[bookmark: _x2yovwxasbq1]第11条（協議事項）
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義が生じた場合には、甲乙誠意をもって協議し、円満に解決するものとする。

[bookmark: _v20v81obry0q]第12条（準拠法・管轄）
1. 本契約は、日本法を準拠法とする。
2. 本契約に関して生じる一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。

●●年●月●日

甲：●●株式会社
住所：
代表者名：

乙：●●株式会社
住所：
代表者名：

